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中小企業・小規模事業者の賃金引上げに向けた総合的支援策

∘ 税制
中小企業向け所得拡大促進税制
前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税※
から税額控除 ※個人事業主の場合は所得税

∘ 法律
「中小企業等経営強化法」に基づく「経営力向上計画」の認定
• 生産性を高めるための設備を取得した場合、
－固定資産税の軽減措置（３年間、１／２に軽減）
－中小企業経営強化税制（即時償却等）

• 中小企業向け所得拡大促進税制の上乗せ措置
• 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
• 補助金の優先採択

「生産性向上特別措置法」の施行
• 償却資産に係る固定資産税の特例措置
－３年間、ゼロ～１／２※ ※市町村の条例で定める割合
－「ものづくり補助金」等の予算措置を拡充・重点支援

∘ 予算
ものづくり・商業・サービス補助金（H29補正）
革新的なサービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援

小規模事業者持続化補助金（H29補正）
商工会・商工会議所と作成した経営計画に基づいて行う販路開拓等を支援

サービス等生産性向上IT導入支援事業（H29補正）
生産性向上に資するITツールの導入を支援

等

生産性の向上（経営力向上） 取引条件の改善

∘ 未来志向型の取引慣行に向けて（世耕プラン）
・ 業種横断的なルールの明確化・厳格な運用（横軸）
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正
下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正
下請代金の支払手段に関する通達の見直し

・ 業種別の自主行動計画の策定等（縦軸）
産業界において自主行動計画の策定（12業種30団体）
自主行動計画のフォローアップ・さらなる取組徹底の要請
業種別下請ガイドラインの策定・改訂

∘ 下請代金支払遅延等防止法の厳格な運用
立入検査、指導、公取委への措置請求

∘ 下請Gメンによる下請中小企業ヒアリング
下請中小企業に対するヒアリング調査を行い、取引条件
改善の実態把握を実施。

中小企業・小規模事業者等の
賃金の引上げを支援
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生産性向上支援策について
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１．税制 中小企業の賃上げ支援強化（所得拡大促進税制の拡充）(所得税・法人税・法人住民税)
従来の制度から支援を深掘り(控除率10→15％)するとともに、制度をシンプルにし幅広い企業の活用を推
進し、中小企業の賃上げを強力に支援。
また、大企業並みの高い賃上げ(2.5％以上)に加えて人材投資や生産性向上に取り組む企業には、更に大
胆な支援を実施(控除率22％→25％)。
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適用の要件

【要件①】
給与等支給総額が対基準年度（平成24年度）
比で３％以上増加

給
与
等
支
給
総
額

28
年度

24
年度

29
年度

10％控除

(要件③の増加率が2％以上の場合)
対前年増加額のみ22％控除

【要件②】
給与等支給総額が前年度以上

【要件③】
平均給与等支給額が前年度を上回る

税額控除

適用の要件

【要件①】給与等支給総額が前年度以上
※基準年度との比較要件は撤廃

【適用期限：平成32年度末まで】

給与等支給総額の対基準年度増加額の
１０～２２％の税額控除

【通常】給与等支給総額の対前年度増加額の１５％の税額控除

【要件②】平均給与等支給額が前年度比で１．５％以上増加
※なお、計算方法を簡素化

【上乗せ】一定の要件(※)を満たす場合は２５％の税額控除

※法人税額の20％が上限

給
与
等
支
給
総
額

29
年度

30
年度

【通常】
15％控除

【上乗せ】
25％控除

※法人税額の20％が上限

＜※上乗せ要件＞
要件②の増加率が２．５％以上であり、
かつ、次のいずれかを満たすこと

○教育訓練費が対前年度比１０％以上
増加

○中小企業等経営強化法に基づく経営
力向上計画の認定を受けており、
経営力向上がなされていること

現行制度 改正概要

税額控除



経営力向上計画

２．法律 ①中小企業等経営強化法に基づく生産性向上支援

申請事業者

中小企業･小規模事業者
中堅企業

経営革新等支援機関申請を
サポート

例
・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家

事業分野別
経営力向上推進機関

申請 認定

※事業分野別指針が策定されてない分野においては
基本方針に基づいて申請が可能。

主務大臣
（事業分野別指針の策定）

普及啓発
人材育成

（１）政府による事業分野の特性に応じた指針の策定
国は、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上（「経営力向上」）の方法等を示した事業分野別
の指針を策定。個別の事業分野に知見のある者から意見を聴きつつ、経営力向上に係る優良事例を事業分
野別指針に反映。

（２）中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組の支援
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受け
ることができる。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができる。

提出先
（例）経産省：各地方の経済産業局

※推進機関において、人材育成を行う場合には、労働保険
特会からの支援を受けることが可能。

【認定件数(H30.5月末時点)：60,157件】

【支援措置】
生産性を高めるための設備を取得した場合、
固定資産税の軽減措置（３年間１／２に軽
減）や中小企業経営強化税制（即時償却
等）により税制面から支援
中小企業向け所得拡大促進税制の上乗せ措置
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
（融資・信用保証等）
認定事業者に対する補助金における優先採択

製造、卸・小売、石油卸・燃料小売 経産省等
旅館、貨物自動車運送、船舶、
自動車整備、建設、不動産、
旅客自動車運送事業

国交省

外食・中食、旅館(再)、医療、介護、
保育、障害福祉

厚労省

外食・中食(再) 農水省
CATV、電気通信、地上基幹放送 総務省

【事業分野別指針（18）と所管省庁】

・自動車整備振興会連
合会
・全日本トラック協会
・情報通信ネットワーク
産業協会
・自動車部品工業会
・能率協会
・電子回路工業会
・ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾁｪｰﾝ協会
・素形材ｾﾝﾀｰ

・旅館協会
・CATV連盟
・大阪府産業支援型
NPO協議会
・印刷技術協会
・放送ｻｰﾋﾞｽ高度化推
進協会
・ケーブルラボ
・建設業振興基金
（H30.4.27現在）
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株式会社グラセル
（製造業/経産省認定/大阪府）

5

（参考）経営力向上計画認定事例

●医薬品及び理化学容器（主に化粧品容器）、
健康食品等の容器製造業

●化粧品メーカー等の新製品開発に伴い容器ボト
ルの小ロット・短納期対応の要望が高まってい
る。ボトルネックとなっている金型製作を完全
内製化し生産性を向上させることが課題

－新たな設備導入により金型製作を内製化
－新たな設備導入により樹脂型金型の製作が
可能となり製作コストを削減

●固定資産税特例、中小企業経営強化税制を利用し、
３Ｄプリンタを導入し樹脂タイプの金型製作を実現。
●これにより金型製作工程が３０日から３日に短縮でき、
外注での金属タイプの金型製作に比べ２５％のコストで
樹脂型金型製作が可能となり受注の増大につながった。

●２９年度の給与総額は、対２８年度で２.７７％増加
させることができ、また、１０人以上の新規採用計画をた
てている。

〈事業者からの声〉

樹脂タイプの金型により製作コストの
削減とともにデザイン性に優れた容器
を製造することができています。取引先
からの増産依頼に対応することができ
ました。

株式会社オンダマテック
（製造業/経産省認定/岐阜県）

●アルミ・亜鉛のダイカスト製品製造
●深刻化する人手不足へ対応するため、自動化等
による生産性の向上が課題

－新たにロボットを導入することで、従来
人手に頼ってきた作業を迅速かつ正確に
実施することで生産性向上を図る

●中小企業経営強化税制B類型を利用し、最新鋭の
ロボットとその周辺機器を導入。バリ取り工程を自動化
することで、作業の迅速化かつ正確性向上が可能になり、
従来比１／２の時間短縮を実現。

●今回の設備投資により、１人の作業員が操作する機械
を１台から２台にでき、大幅な労働力削減を実現。

●従業員自らの改善活動を奨励し、課題の抽出と対応策
に関する発表会の実施や報奨金支給により、働き方改革
にも取り組む。

〈事業者からの声〉

受注製品の変化に迅速に対応するた
め、専用機の一括償却は非常に有益
です。またロボットの導入により、作業
の安全性向上や簡素化ができ、女性
社員を現場作業に活用しやすくなりま
した。

株式会社トーエイ
（小売業/経産省認定/広島県）

●地域に密着した総合スーパーマーケット
●人口減が急速に進む地域で、コンビニやドラッ
グストアとの競合の中、顧客の取り込みと業務
効率化が課題

－新たな設備導入により、顧客サービスの
向上や地元生産者との「つながり」を強化
し、事務作業も効率化

－収納代行などの新サービスにより、来店の
動機付けを行い販売機会を増加

●固定資産税特例、中小企業経営強化税制を利用し、
セミセルフレジ、カートインスキャナーを導入。レジ待ち時間
が３５％短縮され、買い物客の持ち運び負担も軽減。

●上記特例により「産直管理システム」を導入し、事務作業
量が１／３に。産直商品の納品サイクルが向上したほ
か、地元生産者が直接、売り場を管理し価格も決められ
ることで、地域住民の生きがい創出にも貢献。

●ウェブショッピングの収納代行サービスを開始し、来店動機
付けと「ついで買い」を促す。

〈事業者からの声〉

ご高齢のお客様が楽に買い物できるよ
うになりました。また、売り場に並ぶ野
菜の鮮度も良くなったので好評です。
売上げも確実に伸びています。



2．法律 ②生産性向上特別措置法～設備投資に係る新たな固定資産税の特例の創設～

今通常国会にて成立した「生産性向上特別措置法」において、今後３年間を集中投資
期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小
企業の設備投資を支援。

認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法に
おいて、市区町村の判断により、平成3２年度末までに新規取得される償却資産に係
る固定資産税が最初の３年間最大ゼロ*になる特例を講じた。

*課税標準を市町村の条例で定める割合（ゼロ～１／２）を乗じて得た額とする。なお、普通交付税の算定上、基準財政収入額の減少額については、
市町村の条例で定める割合を用いる。

国
（導入促進指針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

中小企業*
（先端設備等導入計画の策定）

協議

申請

同意

認定

*中小企業基本法上の中小企業が対象。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金１億円以下の法人等（大企業の子会社を除く）に限ります。

生産性向上特別措置法の成立・施行後「導入促進基本計画」の 同
意を受けた地域に所在している中小企業が対象１

年平均３％以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計
画」の認定を受けた設備投資が対象2

固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の事業者等
は、各種補助金において、その点も加味した優先採択３

POINT!【生産性向上特別措置法】

本特例に合わせ、「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡充・重点支援することで、国・市区町村が一体となっ
て、中小企業の生産性の向上を強力に後押し。
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●企業間データ活用型 補助上限額：1,000万円/者※（補助率 ２／３）
複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を
図るプロジェクトを支援します。
※連携体は10者まで。さらに200万円×連携体参加数を上限額に連携体内で配分可

●一般型 補助上限額：1,000万円（補助率 １／２※）
中小企業が行うサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。
※生産性向上特別措置法に基づき、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市区町村において先端設備導入計画の認定を取得した事業者、又は、中
小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を取得して一定の要件を満たす事業者は、補助率2/3を適用

●小規模型 補助上限額：500万円（補助率 小規模事業者２／３、その他１／２）
小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援。
（設備投資を伴わない試作開発等も支援）

• その他：
・専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ
・生産性向上特別措置法に基づき、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市区町村において、先端設備等導入計画の認定を受けてい
る事業者は優先採択

【採択実績】
○平成28年度補正予算 763億円 採択件数:6,157件 ○平成25年度補正予算 1,400億円 採択件数:14,431件
○平成27年度補正予算 1,021億円 採択件数:7,948件 ○平成24年度補正予算 1,007億円 採択件数:10,516件
○平成26年度補正予算 1,020億円 採択件数:13,134件 7

３．予算 ①ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 【29年度補正1,000億】

革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善のために必要な設備投資等を支援

【公募期間】１次公募：終了
２次公募：時期等未定

【問い合わせ先】
各都道府県の中小企業団体中央会
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【会社概要】
昭和30年創業。時代の進歩に先駆け常に先端
技術を学び研ぎ澄まされた感性をもって航空宇宙
産業を通じてお客様に満足していただける製品を提
供。

【採択事業計画】
ＩoＴを活用した航空宇宙分野部品の精密切削
加工から検査工程までの制御技術の開発
ＩｏＴを活用し、加工製品の形状を三次元座
標測定機等で製品形状を分析し、加工プログラミ
ングデータの修正、修正加工をリアルタイムで遠隔
操作可能な制御技術を導入する。これにより従来
を著しく上回る生産力の向上を図る。

株式会社 磯村製作所
（愛知県名古屋市）

【会社概要】
明治38年に創業。昭和29年に株式会社へ組織
変更を行い、100年以上続く米屋の知識と独自の
精米・配合技術で、一般のお客様から飲食店まで、
おいしく、安全なお米をお届けしている。オリジナルブ
レンド技術と古式精米製法という特殊な精米方法
を用いた商品「吟撰隅田屋米」を最高級日本米と
してアメリカ西海岸の東南アジアンコミュニティーへ販
売している。

【採択事業計画】
日本国産米の海外輸出に関する新たな品質劣
化防止技術の開発計画
日本米の海外マーケットへの輸送・保管過程にお
ける品質劣化防止と付加価値向上を目的とした、
独自のお米用の真空包装技術及びパッケージを開
発し、海外における当社オリジナル日本米の販売
力・ブランド力を向上する。

株式会社 隅田屋商店
（東京都墨田区）

【会社概要】
平成26年に創業した研究開発型（東京大学）
ベンチャー企業である。人口増加・経済発展で深
刻化する水不足、気候変動による世界中での干ば
つの発生、自然災害によるインフラへの被害などの
課題に対して、家庭向けの小規模分散型の水処
理装置を開発しており、初の製品として、「上下水
道への接続が不要で、内部に浄化装置を備えた水
循環型シャワー」の開発を進めている。

【採択事業計画】
浄化装置を有し、上下水道が不要な水循環型
シャワーの開発と提供
避難所の防災備品（国内）や気候変動による干
ばつ発生時の生活インフラ（海外：米国等）とし
て、上下水道が不要で、簡単に設置・移動が可能、
遠隔メンテナンスができる内部に浄化装置を備えた
水循環型シャワーを開発する。

株式会社ほたる
（東京都文京区）

ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野に参入するなど、革新的な取組にチャレンジす
る中小企業・小規模事業者に対し、試作品・新サービス開発、設備投資等を支援。

最新の試作機
（水循環型シャ
ワー）

日本茶の真空包
装技術を応用し、
紫外線も防げる
お米の真空包装
技術を開発。

ＩoＴを活用
した
航空宇宙分
野部品の精密
切削加工プロ
セス

（参考）ものづくり・商業・サービス補助金採択事例
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３．予算 ②小規模事業者持続化補助金 【平成29年度補正予算事業100億円】

・機械装置の導入、広報費、展示会出展費、開発費、委
託費など、小規模事業者が実施する販路開拓に関する取
り組みを支援
・補助上限額 ：原則50万円（補助率 ： ２／３）

２．支援内容

9

（参考）平成28年度熊本予備費 1,433件

平成28年度補正 22,984件
平成27年度補正 14,549件
平成26年度補正 33,855件
平成25年度補正 13,327件

累 計 84,715件

３．採択件数

販路開拓
顧客獲得

現状分析～計画策定～事業の実行まで伴走して支援

①現状の整理 ②経営計画の策定
③経営計画に
基づく取組の実施

小規模事業者

商工会・商工会議所（経営指導員）

事業の流れ

１．経営計画の内容

・ 自社の製品・サービスと、その売れ筋
・ 顧客や競合の将来の見通し
・ 自社の強み、顧客から評価されている点
・ これら状況を踏まえた今後の方針と目標
・ 目標を達成するためにいつ何をやるか 等

小規模事業者が、変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくために、商工会・商工会議所と一
体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援。

これまで累計で、約400億円、約８万５千件を支援。

【公募期間】３月９日～５月１８日 【問い合わせ先】お近くの商工会・商工会議所



【会社概要】
平成２５年１２月に会社設立。地元名産のネギを加工・瓶詰
めして販売している。
【事業内容】
補助金を活用して、セット売り・贈答用の箱を制作。
また、会社概要や商品説明を掲載したＨＰを作成した。

【事業効果】
セット売り・贈答用の箱を作ることで、瓶詰め単品よりも営業がし
やすくなり、贈答品のマーケットにも参入できた。これにより、売上
増が実現。
東京ビックサイトの展示会にも出展し、首都圏商社からの引き合
いや、県内他社との今後につながる商談の機会を持てた。
ＨＰの作成により、幽霊会社という疑念を持たれにくくなり、信用
を得やすくなった。また、顧客や贈答として受け取った方からのアク
セスもあり、商品の質問や購入の問合せが入るようになった。

【会社概要】
昭和２６年創業の老舗の美容室。現在の事業主は３代目。
親子３代で通うお客さんもいるほど、幅広い世代が満足できるサロ
ンとして、地域の方から評価されている。
【事業内容】
既存の設備では高齢者が長時間座っていられないという声を受
け、高齢者にとって負担の少ないチェアを導入。
表通りへの看板設置とチラシの配布で店舗をＰＲ。

【事業効果】
高齢者にとって負担の少ないチェアの導入にともない、シャン
プーの売上が１０％増加し、総売上も１５％増加した。
チェアの導入により新たに開始したネイル事業では、新規顧客
を獲得している。
看板設置やチラシ配布により、店への誘導をスムーズにしたこと
によって、認知度向上を図れただけでなく、わざわざＨＰを確
認した上で足を運ぶ新規顧客も獲得できた。

株式会社グルメコンカーズ
（栃木県宇都宮市）

美容室シェモア
（東京都瑞穂町）

（参考）小規模事業者持続化補助金採択事例
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３．予算 ③サービス等生産性向上IT導入支援事業 【29年度補正500億円】

【採択実績】
○28年度補正：100億
採択件数：14,301件

※29年度補正：500億

中小企業等の生産性向上を実現するため、業務の効率化や売上拡大に資する簡易的なITツー
ルを導入支援。
IT導入補助金（H28補正予算100億円）により、中小企業・小規模事業者の生産性向上に資
するITツールを導入する際の経費を補助し、民間ベンダーの活力を活用して約1.5万社に導入。
また、H29補正予算（500億円）により約13万社へのITツールの導入を予定しているので、ぜひ
積極的にご活用いただきたい。
さらに面的にIT導入を進めるためには仕組みの構築が必要であり、中小企業において大幅に導入を
促進するため、①生産性向上に繋がるITツールの見える化、及び、②支援機関のITリテラシーを
向上し、連携してIT導入を図っていく。

●補助対象： 中小企業、小規模事業者
（飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）
●対象額：上限 50万円～下限 15万円 補助率（補助率 １／２）
●補助対象となるITツール：

補助金ホームページに登録、公開されているITツール（ソフトウェア、サービス等）
(例）パッケージソフトの本体費用やクラウドサービスの導入・設定費用等※ハードは対象外

その他：生産性向上特別措置法に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、補助事業を実施する事業者について、そ
の点も加味した優先採択を行います。

【公募期間】 １次公募：４月２０日～６月４日
２次公募：６月２０日～８月３日
３次公募：８月下旬～１０月上旬(予定)

【問い合わせ先】
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
電話番号:０５７０－０００－４２９
HP:https://www.it-hojo.jp/ 11



宿泊業 小売・卸

医療業 介護業 保育業

・原価率の見える化を通じて、仕入れ
価格の削減に努める等、経営の体質
改善を実現。
・Excelで管理していた給与計算を効
率化（手書きで半日→1時間）

・予約、顧客/財務管理の一括管理、
自動入力による効率化を実現（1患
者当たり1分削減）。
・入力ミス解消により、訂正に係る作業
時間を削減（1件10分程度） 。

・転記等の2重作業が解消し、請求業務
に係る時間が1割に。
・作業時間短縮により、新規事業へ注力
する余裕が生じるとともに、顧客訪問前の
職員とヘルパーとの情報共有も充実。

・帳票の作成、確認時間短縮(園長60
分/月、保育士1名130分/月の削減)
・登降園、出退勤の集計作業時間の短
縮(園長120分/月、保育士1名75分
の削減)

・主な機能：顧客管理、原価管理・
業務管理、財務・会計管理

導入したITツール （イメージ：請求システム画面） 導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、顧客

管理、人事シフト、原
価管理・業務管理

導入したITツール
・主な機能：予約、顧客管理、原価管理・

業務管理、財務・会計管理

（イメージ：カルテ画面）

導入したITツール
・主な機能：決済、顧客管理、原価管理・業

務管理、 財務・会計管理、給与
・主な機能：予約、顧客管理、原価管理・

業務管理、財務・会計管理

導入したITツール 導入したITツール
・主な機能 ：WEBサイトへの集客

飲食業

・手書きの予約台帳をスタッフ全員に配って
いたが、予約、会計管理、顧客情報等の
情報をタブレットでスタッフ間において共有
する「陣屋コネクト」を導入。
・導入後3年間で売上35％増を実現。

・HPのデザインや機能を抜本的に改善。
これにより、新規顧客の来店が増加。
・最盛期である7月、8月の売上が前年
比1.5倍、WEBでの検索ヒット数が3
倍程度となるなど、生産性向上を実現。

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社

（参考）ITツールの導入／活用事例（28補正・サービス等生産性向上IT導入支援事業）
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（参考）2018年中小企業白書・小規模企業白書（抜粋）
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（参考）2018年中小企業白書・小規模企業白書（抜粋）
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（参考）2018年中小企業白書・小規模企業白書（抜粋）
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取引条件改善について
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１．下請等中小企業の取引条件改善に向けた取組①

• 官邸に関係省庁連絡会議を設置し、政府を挙げて取引条件の改善に取り組んでいる。

平成27年12月～
• 総理官邸に「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」（議長：世
耕内閣官房副長官（当時））※を設置。

平成28年4月～8月
• 産業界に対する大規模調査やヒアリングを実施し、実態と問題点を把握。

平成28年9月
• 世耕経済産業大臣より対策パッケージ「未来志向型の取引慣行に向けて」（世耕プラン）を発
表。主要産業界に対し、「自主行動計画」の策定を要請。

平成28年12月
• 下請法「運用基準」・下請振興法「振興基準」の改正、約50年ぶりの手形通達の見直し（原
則現金払い、手形の場合サイトは60日以内に短縮）等、関係法令の運用を強化。

平成29年3月
• 自動車、素形材、建機、繊維、電気・情報通信機器、情報サービス・ソフトウェア、建設、トラック
運送の8業種21団体において「自主行動計画」を策定・公表。

※平成27年12月～29年8月まで計13回開催。平成29年8月から「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」（議長：野上内閣官房副長官）に改組し、
①下請等中小企業の取引条件改善、②最低賃金引上げ、③長時間労働是正・生産性向上・人材確保の3つのＷＧを設置して、適宜開催中。 17



2．下請等中小企業の取引条件改善に向けた取組②

平成29年４月～
• 全国に80名規模の下請Ｇメンを配置し、下請中小企業ヒアリングを実施。（平成30年3月まで
に約3,000件の下請ヒアリングを実施。）

平成29年9月～11月
• 各業界団体において「自主行動計画」のフォローアップ調査を実施し、中小企業庁に報告。

平成29年12月
• 「自主行動計画」のフォローアップ調査結果と下請Ｇメンによる下請中小企業ヒアリング調査の
結果を突き合わせて公表。

• 自動車業界を中心に、手形払いの現金化など改善されていることが確認される一方、取組が鈍
い業界も見られた。

平成30年1月～
• 世耕大臣自ら業界トップに更なる取組努力を要請。
• 機械製造業（産業機械、工作機械）、流通業（スーパー、コンビニ、ドラッグストア等）、警備業、
放送コンテンツ業（テレビ番組・ＣＭ製作等）の9団体が、新たに「自主行動計画」を策定。

平成30年4月～
• 下請Ｇメンの体制を強化（120名超）し、年間4,000件以上の下請中小企業ヒアリングを
実施。 18



３．下請取引への今後の対応について（平成30年4月～）

• 以下の対応を行うとともに、引き続き、取引条件改善に向けた取組を粘り強く行っていく。

１．業界への改善要請、「自主行動計画」策定業種の拡大
昨年末に自主行動計画のフォローアップ調査と下請Gメンによる下請中小企業ヒアリング調査を行い、これらの調
査結果を踏まえ、取組の鈍い業界については、世耕大臣より、直接、業界団体トップに対しさらなる改善努力を
要請。個別の事案については、一部、下請法に基づく調査・検査を実施。
また、「自主行動計画」については、本年1月以降、新たに機械製造業、流通業、警備業、放送コンテンツ業など
の業種で策定されたところ、今後も引き続き、策定業種の拡大を目指す。

２．下請ヒアリングの体制強化
平成30年4月以降、下請Gメンの体制を増強（80名→120名超）し、年間4,000件以上（29年度目標
は年間2,000件以上）の訪問ヒアリング調査を実施予定。継続的に下請取引の実態把握に努めていく。

３．新たな課題への対応
下請Ｇメンヒアリング調査等で明らかになった金型の分割払い問題について、公正取引委員会と連携しヒアリング
等調査に着手。また、大企業間での手形取引（例：カーメーカー→1次下請）が、2次下請以下の取引の現金
払い化のボトルネック要因となっていることから、改善に向けた要請を検討。

４．下請振興法「振興基準」の改正等の検討
ヒアリング等を通じて把握した商慣行や課題等を整理し、振興基準の改正等を検討していく。 19


